
障害者支援施設等の利用希望に係る実態調査結果
を受けての今後の対応（入所の仕組みの対応案）

令和８年1月
神奈川県障害サービス課

れいわ

かながわ けん しょうがい か

ねん がつ

しょう がい しゃ し えん し せつ とう り よう き ぼう かか じっ たい ちょう さ けっ か

う こん ご たい おう にゅう しょ し く たい おう あん

１

1

資料６



１ 障害者支援施設等の利用希望調査の結果概要

２

【調査の趣旨】
県は、障がいの特性や程度によって、施設等の利用ができないといった、「当事者目線の

障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」に基づく計画だけでは、把握できない
ニーズがあると考え、障害者支援施設や障がい者グループホーム（以下「施設等」という。）
の利用を希望する方の実態調査を実施した。

【調査概要】
令和６年12月 市町村にアンケート送付
令和７年 １月 県域市町村回答期限

２月 緊急に対応が必要な障がい者について必要な対応をとるよう促す通知を
市町村に発出

２月〜５月 回答のうち緊急度が高いと思われる利用希望の追加調査を市町村に実施
３月 政令市・中核市回答期限
６月 市にヒアリング実施
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障害者支援施設等の利用希望調査の結果概要

３

【調査結果】
（障害者支援施設の利用希望状況）※参考「障害者支援施設等の利用希望に係る実態調査結果」参照
・ 利用希望者は757名で、知的障がいのある方が最も多かった。
・ 区分５以上の方は641名（84.7%）、行動障がいのある方が454名（60.0%）で、重症心身
障がいの方は52名（6.9%）だった。

・ 入所希望者のうち「今すぐにでも入所したい・させたい」は89名（11.8％）で、このうち虐待
リスクが高いなどと判断される方は22名だった。

・ 希望理由は家族の事情（介護者の高齢化、病気・療養など）によるものが多く、障がい者本人に
よる利用希望は少なかった。

・ 利用希望者の数には圏域ごとに偏りがあり、人口10万人あたりでの比較では4.7倍（最大 横須
賀・三浦15.2人、最小 相模原3.2人）の差があった。
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障害者支援施設等の利用希望調査の結果概要
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（市町村の状況）
・ 市町村と基幹相談支援センターが連携して高リスク者を把握しており、両者間での把握漏れや

リスク評価のずれはほとんどなかった。
・ 自治体によっては福祉専門職の配置がなく、ケースワークや虐待対応についての研修を受ける
機会もないため、支援困難ケースへの対応力の獲得や向上に課題があることがわかった。

・ ヒアリング等による確認により、知的障害者福祉法等の規定による障害者支援施設等への措置
権限を行使したことがある自治体は11自治体で、どのように措置権限を行使したらよいかわか
らない自治体もあった。
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２ これまでの５県市検討会の概要

５

概要開催年月
 国指針、国連勧告、県の障がい福祉計画、事業者指定の運用（総量規制）を確認
【横浜】 待機者を３区分でリスト化することを検討
【川崎】 施設不足で市外・県外入所者が多いため、県が入所調整すべき
【相模原】移行先となる重心や強行の方を受け入れるＧＨが不足
⇒ 数の限られた施設の課題を共有し、解決に向けて同じ方向で取り組む

R5.12①

 地域生活移行の促進、空き定員を県全体で有効活用する方法について意見交換R6.3②
 入所利用の仕組みづくりや重心施設の入所調整について意見交換
【４市】 県所管施設の空き情報は提供してほしい

R6.11③

 他自治体の入所調整の状況について意見交換
• 政令市で入所調査を確認できたのは10市ほど
• メリット︓緊急性・優先度の高い方が入所できる
• デメリット︓緊急性・優先度を踏まえた利用希望と施設側の希望がミスマッチ

 「施設の利用希望に係る実態調査」について県から説明

R7.3④

 実態調査の集計結果を県から説明
 今後の対応について
【横浜】 10月から独自の入所調整をスタート
【川崎】 調査は賛成だが、具体なスキームを示してほしい
【横須賀】高齢の障害者を介護施設につなげることも考えたい

R7.10⑤
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３ 施設団体等からの主な意見
【主な意見】
（１）施設の空き情報の共有について
• 空き情報の共有頻度については、1〜2か月に1回程度が妥当ではないか。
• 受け入れ可能な利用者像の明確化が必要ではないか。
• 例えば、以下の情報が含まれるとよい。
性別、医療的ケアの要否、移動の補助の必要性などの詳細状況。
ハード面の情報（例︓機械浴の利用可否など）。

• 回答方法について、車いす利用者や医療的ケアが必要な方の受入について、「○」や「×」で簡
潔明瞭に回答できるようにしてはどうか。

• 障害者支援施設の空き情報のみならず、将来的にはグループホームの空き情報や計画相談の受入
可能数の共有についても検討するべきではないか。

（２）施設利用希望者情報の名簿化や入所優先度の設定について
• 施設利用希望者情報の名簿化や入所優先度の設定を全県的に実施するのは困難ではないか。
• 行政が入所調整に関与することに違和感を感じる。

（３）県所管域だけでなく、政令市・中核市も含めた全県での仕組み作りについて
• 緊急対応は基本的に各市町村が地域生活支援拠点等を中心に取り組むべきではないか。
• 障害者支援施設の入所について、短期利用から始めることや在宅→施設→グループホームといっ
た循環型の仕組みを定着させることが必要ではないか。
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施設団体等からの主な意見

７

（４）短期入所（本入所前の短期入所）からは始める仕組みについて
（入所について）
• 基本的には各市町村の中で解決することを優先するべきではないか。
• 本人の意思の尊重に加えて、家族の状況や意向も大切にすることも必要ではないか。
• 地域に密着した施設であることも大切である。
• 意思決定支援の取組を大切にするべきではないか。
（仕組みについて）
• 圏域単位での入所の調整機能として、県が各圏域に配置した圏域ナビゲーションセンターを
活用してはどうか。

• 強度行動障害のある方を受け入れられる施設が委員会を立ち上げ、そこに補助する仕組みは
どうか。

• 地域生活支援拠点等の緊急受入機能が稼働しつつある中で、既存の仕組みからこぼれる利用
者を対象とした新しい枠組み作りが適当ではないか。

• 強度行動障害のある方をアセスメントできる施設でまず受入れ、そこで支援の方向性を見出
し、それを受けて協議の場でケース検討するという流れがよいのではないか。
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施設団体等からの主な意見

８

（５）緊急対応が必要な障害者（市町村からの措置入所）を受け入れる仕組みについて
（緊急対応における課題）
• 緊急対応として、すぐに入所が必要なケースには即日対応が求められる場合がある
（例︓主に介護を行う家族が急に倒れた際など）。

• 社会福祉法人として一定の社会的役割を果たすべきという認識はあるが、「どんなケースで
あってもとにかく受け入れるべき」とされてしまうと苦しい現実があることも理解してほし
い。

（市町村への要望）
• 施設としては、受け入れ後の生活の場の見通しや支援計画について事前に具体化されている
ことが望ましい。

• 緊急対応を依頼する市町村には、以下のような対応をお願いしたい。
市町村の担当者は利用者やその家族の状況を明確に把握し、施設に説明してほしい。
市町村の担当者は高い責任意識を持って対応してほしい。
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４ 今後の具体的な対応案

政令市・中核市間でも差はあるものの、一部の市は県所管域に比べて施設数、人口あたりの定員が少
なく、真に入所施設が必要な方が施設のサービスを利用することが極めて困難な状況に陥っている。

障害者支援施設の利用にあたっては障害者本人の意思が最大限尊重されること、緊急時の受入につ
いては市町村の地域生活支援拠点等により対応することを原則としつつも、真に入所施設の利用が
必要な方が施設のサービスにつながりにくい状況を改善するため、以下の３つについて取り組む。

対応案１．空き情報の共有

対応案２．短期入所から始める仕組み（地域と施設の循環利用）

対応案３．緊急対応が必要な障害者（市町村からの措置入所）を受け入れる仕組み

９
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対応案
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対応案１ 空き情報の共有
①施設の受入可能情報を、毎月１回、施設から５県市に提供
（定員、入所者数、空床数、空床の理由、実際に受入できる数など）※回答方法は要検討

② 政令市中核市（4市）は県に報告し、県が集約
③ 県から33市町村に共有

※空き情報は、市町村からそれぞれの基幹相談支援センター等に共有され、
入所調整等に活用

10

全県の施設 県
政令市
中核市

33市町村

①受入可能情報の提供

②県が集約

③共有
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せいれいし ちゅうかくし し けん ほうこく けん しゅうやく

けん しちょうそん きょうゆう

うけいれかのうじょうほう ていきょう

ぜんけん しせつ

けん

せいれいし

ちゅうかくし
きょうゆう

しちょうそん

けん しゅうやく

あ じょうほう しちょうそん きかんそうだんしえん とう きょうゆう

にゅうしょちょうせいとう かつよう
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対応案２ 短期入所から始める仕組み（地域と施設の循環利用）
仕組みの対象者︓様々な状況から入所調整が困難になっている方を想定

① 各市町村はケース担当者を決め、対象者が入所が必要な理由を明らかにし、アセスメント可能な施設に受
入れを打診する。同時に、取りまとめ機能に「圏域ごとの障害者支援施設の利用に係る協議の場」の開催
を依頼する。

② アセスメント可能な施設は２週間を限度に受入れ、市町村や基幹相談支援事業所等と現状をアセスメント
し、協議の場で、市町村等とともに、利用希望者の情報を参加施設に説明する。施設は持ち帰って受入れ
の可否を検討し、市町村に通知する。

11

様々な状況から
入所調整が困難
になっている方
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急いで入所につ
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短期入所

施設 ②受入可否の検討
市町村に通知
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入
所
・

在
宅
等
の
支
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①入所理由や期間等の検討
協議の場の開催依頼

アセスメント
可能な施設
(原則2週間)
集中的支援
Ⅰ・Ⅱを活用

たいおうあん たん き にゅうしょ はじ し く ち いき し せつ じゅんかんりよう

しく たいしょうしゃ さまざま じょうきょう にゅうしょちょうせい こんなん かた そうてい

かくしちょうそん たんとうしゃ き たいしょうしゃ にゅうしょ ひつよう りゆう あき かのう しせつ う

い だしん どうじ と きのう けんいき しょうがいしゃしえんしせつ りよう かか きょうぎ ば かいさい

いらい

かのう しせつ しゅうかん げんど うけい しちょうそん きかんそうだんしえんじぎょうしょとう げんじょう

きょうぎ ば しちょうそんとう りようきぼうしゃ じょうほう さんかしせつ せつめい しせつ も かえ うけい

かひ けんとう しちょそん つうち

さまざま じょうきょう

にゅうしょちょうせい こんなん

かた

かのう かぎ

いそ にゅうしょ

かのう しせつ

げんそく しゅうかん

しゅうちゅうてきしえん

いち・に かつよう
かくしちょうそん

にゅうしょりゆう きかんとう けんとう

きょうぎ ば かいさいいらい

しせつ うけいれかひ けんとう

しちょうそん つうち

たんきにゅうしょきょうぎ ば

けんいき

ざ
い
た
く
と
う

し
え
ん

ぐ
るー

ー

ぷ
ほ

む

に
ゅ
う
し
ょ
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対応案３ 緊急対応が必要な障害者（市町村からの措置入所）を受け入れる仕組み
① 各市町村は、ケース担当者を配置して、緊急対応が必要な障害者がいる場合は、受入れを依頼したい障害

者支援施設や短期入所事業所等に、既存の調整方法で直接打診する。
② ①で決まらない場合は、当番施設（圏域内の施設等で輪番制）に受入れを依頼する。
※施設は、措置入所のため、やむを得ない事情がある場合を除き、受入れに努める。
※各市町村の地域生活支援拠点等による緊急対応機能が整うまでの経過的な仕組みとして実施。
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緊急対応が必要な障
害者（市町村からの
措置入所）のケース

各市町村
①直接打診
②当番施設に受入れ依頼

障害者支援施設
短期入所事業所

等

※原則受入れ

協議の場

 緊急受入れは１回あたり
原則２週間

 輪番については、施設の
順番や年齢層でのグルー
プ分けなど検討が必要

 措置後、短期入所が必要
である場合は、対応案２
の仕組みに乗ることもあ
り得る

しくう いきんきゅうたいおう ひつよう しょうがいしゃ しちょうそん そちにゅうしょ

しちょうそん たんとうしゃ はいち きんきゅうたいおう ひつよう しょうがいしゃ ばあい うけい いらい しょうがい

しゃしえんしせつ たんきにゅうしょじぎょうしょとう きぞん ちょうせいほうほう ちょくせつだしん

ばあい とうばんしせつ けんいきない しせつとう りんばんせい うけい いらいき

しせつ そちにゅうしょ え じじょう ばあい のぞ うけ い つと

きんきゅうたいおう ひつよう しょう

がいしゃ しちょうそん

そちにゅうしょ

かくしちょうそん

ちょくせつだしん

とうばんしせつ うけい いらい

きょうぎ ば

しょうがいしゃしえんしせつ

たんきにゅうしょじぎょうしょ

とう

げんぞくうけい

きんきゅううけい かい

げんそく しゅうかん

りんばん しせつ

じゅんばん ねんれいそう

わ けんとう

ひつようそちご たんきにゅうしょ

ひつよう

ばあい

しく の

え

たいおうあん

たいおうあん

かくしちょうそん ちいきせいかつしえんきょてんとう きんきゅうたいおうきのう ととの けいかてき しく じっし
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① 対応案１（空き情報の共有）について、更に検討が必要な点や、配慮が必要な
点があればご指摘ください。

② 対応案２（短期入所から始めるの仕組み）について、更に検討が必要な点や、
配慮が必要な点があればご指摘ください。

③ 対応案３（緊急対応が必要な障害者を受入れる仕組み）について、更に検討が
必要な点や、配慮が必要な点があればご指摘ください。

④ 対応案３は、地域生活支援拠点等の緊急受入れの仕組みが十分に機能すれば、
必要のない仕組みだと考えておりますが、現時点ではあらゆる緊急事態に対応
できる緊急受入れ体制を整えている地域生活拠点等の整備は進んでいません。
地域生活支援拠点等における緊急受入れの体制を強化するために必要な支援
策について、お考えがありましたらご指摘ください。

⑤ その他気になる点などがあれば、ご指摘ください。

５ ご意見をいただきたいこと
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たいおうあん ちいきせいかつしえんきょてんとう きんきゅううけい し く じゅうぶん きのう

た き てん してき

たいおうあん あ じょうほう きょうゆう さら けんとう ひつよう てん はいりょ ひつよう

てん し てき

たいおうあん たんきにゅうしょ はじ し く さら けんとう ひつよう てん

はいりょ ひつよう てん してき

たいおうあん きんきゅうたいおう ひつよう しょうがいしゃ うけ い し く さら けんとう

ひつよう てん はいりょ ひつよう てん し てき

ひつよう し く かんが げんじてん きんきゅうじたい たいおう

きんきゅううけい たいせい ととの ちいきせいかつしえんきょてんとう せいび すす

ちいきせいかつしえんきょてんとう きんきゅううけい たいせい きょうか ひつよう しえん

さく かんが してき
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